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令和８年第１回 国分寺市農業委員会総会議事録 

令和８年１月20日(火)午前９時30分 

第１回国分寺市農業委員会総会を市役所会議室201に召集する。 

出席委員 

(14名) 

欠席委員 

(１名) 

欠1番  吉野 賢一  2番 関田 和雄   3番  鈴木 孝幸   4番 濱野 周泰 

5番  鈴木 秀男  6番  草ケ谷 誠一  7番  須﨑 忠男  8番 平野 孝行 

9番 鈴木 弘子  10番  笛田 弥生  11番  川窪 光一  12番 小栁 弘 

13番 中村 秀雄   14番  栗原 啓輔  15番  本多 佳郎 

事務局 

出席職員 
事務局長 飯塚 達儀  係長 井岡 裕輝  係 遠藤 太一 

＜ 議事日程 ＞ 

日程第１    開会と署名委員指名 

日程第２    前回会議録の承認 

日程第３    会長等の報告 

日程第４  議案審議 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

議案第３号 相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の   

交付について 

日程第５  協議事項 

協議第１号 令和８年度国分寺市市民農業大学の講師派遣協力について 

協議第２号 令和７年度東京都農業委員会・農業者大会及び農業委員会主催 

各表彰受賞祝賀会について 

日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第４号 農業委員会活動と国・東京都への要望について 

報告第５号 今後の日程について 

日程第７  その他 

                                       

議長（鈴木秀男）は令和８年第１回国分寺市農業委員会総会の開会を宣言した。 

○ 日程第１  開会と署名委員指名 

議長は、議事録署名委員について、次の２名を指名した。 

６番  草ケ谷 誠一   ７番  須﨑 忠男 
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○ 日程第２  前回会議録の承認 

事務局提示のとおり前回会議録は承認された。 

○ 日程第３  会長等の報告 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議長は、議案第１号１番を議題とすることを告げ、事務局に説明を求

めた。 

事 務 局 

 

 

議  長 

 

市が市民農業大学実習圃場として借り受けている土地の契約期間

満了に伴い、契約を更新して新たに使用貸借権を設定するものであ

る。市が当事者となる案件であり、農業委員による現地調査は行わ

ず、事務局のみで現地を確認した。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第１号１番について全員一致で承認とする。 

議案第２号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

議長は、議案第２号１～３番を議題とすることを告げ、事務局説明後、

１番を関田委員、２・３番を笛田委員に現地調査報告を求めた。 

関田委員 

 

 

笛田委員 

 

 

 

 

議  長 

 

議案第２号１番について、１月８日に吉野委員、川窪委員、私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は、現在作付けは行っていな

いが、農地として適切に肥培管理されていた。 

議案第２号２・３番について、１月８日に須﨑職務代理、平野委

員、私と事務局で現地調査を行った。２番の農地では、ハクサイ・

ニンジン等の野菜類が、３番の農地では、キャベツ・ネギ等の野菜

類のほか、ミカンが栽培されており、全て適切に肥培管理されてい

た。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第２号１番～３番について全員一致で承認とする。 

議案第３号  相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の 

       交付について 

議長は、議案第３号１～６番を議題とすることを告げ、事務局説明後

１番を本多委員、２番を小栁委員、３番を鈴木孝幸委員、４番を須﨑

職務代理、５番を平野委員、６番を草ケ谷委員に現地調査報告を求め

た。なお、本議案１番の審議にあたり、国分寺市農業委員会会議規則

第10条の規定により、その議事に参与することができない鈴木弘子委

員には退席を求めた。 

本多委員 

 

 

 

議  長 

 

議案第３号１番について、１月８日に小栁委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、ビオラ・パンジー等の花卉類が栽

培されており、残りの農地は体験農園として適切に運営・管理され

ていた。 

各委員の確認することに異議がないので、議案第３号１番につい

て全員一致で承認とする。 



- 3 - 

小栁委員 

 

 

 

 

鈴木孝幸委員 

 

 

 

須﨑職務代理 

 

 

平野委員 

 

 

 

 

草ケ谷委員 

 

 

 

議  長 

 

議案第３号２番について、１月８日に鈴木弘子委員、本多委員、

私と事務局で現地調査を行った。東元町の農地では、ハナミズキ・

シャリンバイ等の植木類が、西元町の農地では、ハナミズキ・ツバ

キ等の植木類が、泉町の農地では、ハナミズキ・ドウダンツツジ等

の植木類が栽培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号３番について、１月９日に中村委員、濱野委員、私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では、アマナツミカン等の果

樹類が栽培されており、残りの農地は作付け準備中で、全て適切に

肥培管理されていた。 

議案第３号４番について、１月８日に平野委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、ツツジ等の植木類のほか、ザクロ

が栽培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号５番について、１月８日に須﨑職務代理、笛田委員、

私と事務局で現地調査を行った。自宅隣接農地では、キャベツ・タ

マネギ等の野菜類のほか、ユズ等の果樹類が、南側農地では、ハク

サイ・ダイコン等の野菜類が栽培されており、全て適切に肥培管理

されていた。 

議案第３号６番について、１月９日に鈴木会長、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、ケール・ノラボウ等の野菜類のほ

か、ミカン・ブラックベリー等の果樹類が栽培されており、全て適

切に肥培管理されていた。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第３号２～６番について全員一致で承認とする。 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号  令和８年度国分寺市市民農業大学の講師派遣協力について 

議長は協議第１号を議題とすることを告げ、事務局に説明を求めた。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

須﨑職務代理 

 

国分寺市市民農業大学は、令和８年度に35年目を迎え、市民と農業

者の相互理解を深め、国分寺農業の理解促進を目的に行われている。 

また、市民農業大学を卒業後、援農ボランティアとして活躍する方

が多数おり、国分寺農業の応援団として非常に大きな役割を担ってい

る。毎年度、農業委員会から２名の野菜講師を派遣しており、令和７

年度は川窪委員と中村委員に担っていただいた。 

令和８年度の実施期間は４月４日（土）開講式から12月12日（土）

修了式の約８か月間になり、週３回(水・土・日曜日)午前９時から２

時間実施し、野菜講師は、水・土曜日の週２回指導を行っている。他

団体からの派遣も合わせ、計６名の野菜講師が２人１組を基本に、ロ

ーテーションで指導している。本協議では、農業委員会から選出する

令和８年度の野菜講師２名を決定していただくようお願いしたい。な

お、本年は農業委員の改選があるが、農業委員の任期満了後も引き続

き、野菜講師を引き受けていただいている経緯がある。 

野菜講師２人を選出したいが、立候補はいるか。 

野菜を生産している委員にお願いしたい。ほかに候補がいなけれ

ば、補助的な立ち位置で引き受けることも考えている。 
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中村委員 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

栗原委員 

 

議  長 

 

平野委員 

 

栗原委員 

 

中村委員 

 

議  長 

鈴木弘子委員 

議  長 

草ケ谷委員 

 

 

議  長 

川窪委員 

 

 

須﨑職務代理 

鈴木孝幸委員 

 

須﨑職務代理 

小栁委員 

議  長 

中村委員 

 

議  長 

いきいき農園の講師についても一緒に考える必要があるのではな

いか。農業委員がいきいき農園の講師を担うことになったのは、現

在の任期からであるため、改選時の前例はないはずである。 

令和８年度中は現在の委員に担っていただくか、改選と同時に任

期終了となるかは再度検討させていただきたい。 

栗原委員には長い期間、野菜講師を担っていただいていた。 

水・土・日は忙しい。４年間担っていた経緯もあり、辞退させて

いただきたい。 

野菜を生産している委員でまだ講師をやっていない方が望まし

い。平野委員はいかがか。 

多少野菜を作っているが、講師になるほどの経験はない。 

事務局から説明があったように２人１組でローテーションして指

導することになるため、心配ないのではないか。 

35年の歴史があり、ある程度の蓄積もある。補助員の方たちも知

識と熱意がある方のため、心配ないのではないか。 

鈴木弘子委員はいかがか。 

水・土曜日に体験農園があるため、辞退させていただきたい。 

草ケ谷委員はいきいき農園の講師があるため、難しいか。 

任期については事務局に確認してもらう話だが、引き続きいきい

き農園の講師を担うのであれば、候補から外していただいた方が良

い。 

川窪委員はいかがか。 

当初は、任期３年の中で野菜を生産している委員で順番に担当し

ていくという話だったはずである。令和７年度に引き受けているた

め、今回は辞退させていただきたい。 

鈴木孝幸委員はいかがか。 

私も令和６年度に引き受けている。まだ担当していない委員を優

先的に考えていただきたい。 

小栁委員はいかがか。 

家の事情があり、辞退させていただきたい。 

都合が付かない場合は、欠席も可能なのか。 

ほかのローテーションの講師と予定を交換することで対応してい

た。 

立候補者がいないため、次回の総会へ持ち越しとする。 

協議第２号  令和７年度東京都農業委員会・農業者大会及び農業委員会主催各表彰

受賞祝賀会について 

議長は協議第２号を議題とすることを告げ、事務局に説明を求めた。 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

前回総会の際に各委員の役割を協議したが、吉野委員が当日欠席と

なったため、受付と乾杯挨拶の担当を再度決めていただきたい。 

 協議の結果、次のとおり決定した。 

 受付：小栁委員・本多委員 

 乾杯挨拶：栗原委員 
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小栁委員 

 

議  長 

 

事 務 局 

 

須﨑職務代理 

 

 

関田委員 

 

議  長 

 受付係の当日の動きを確認したい。祝賀会に向かう際は、バスで向

かうことになるのか。 

 会場設営係と同様、先に電車で向かうことになる。事務局の動きは

どうなるか。 

 １名は先に電車で祝賀会準備に向かう。昨年度までとは会場が異な

るため、準備に時間が掛かることを想定している。 

 電車で向かうとなると、駅から会場まで少し歩くことになる。市の

庁用車を使用することはできないか。駐車場所等を考えると難しい

か。 

 羽村から国分寺まで車で移動するのも時間が掛かるため、電車で良

いのではないか。 

 例年どおり、先に準備に向かう担当は、電車での移動とする。 

○ 日程第６ 報告事項 

報告第１号  農地法第３条の３の規定による届出に係る専決処理について 

報告第１号について、事務局より資料を基に１件報告した。 

報告第２号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号について、事務局より資料を基に２件報告した。 

報告第３号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号について、事務局より資料を基に２件報告した。 

報告第４号  農業委員会活動と国・東京都への要望について 

報告第４号について、事務局より前回総会での意見を反映し、提出し

たことを、資料を基に報告した。 

報告第５号  今後の日程について 

報告第５号について、事務局より資料を基に報告した。 

○ 日程第７ その他 

議  長   令和８年第２回農業委員会総会は、２月20日(金)午前９時30分 

国分寺市役所会議室201にて開催する。 

                                       

上記の会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和８年１月20日 

国分寺市農業委員会 

会長   鈴木 秀男 

署名委員 

 

        署名委員 


